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定 県 第 65 号 議 案

     平成 28282828 年度神奈川県一般会計補正予算（第 1111 号）

（歳入歳出予算の補正）

  平成28年度神奈川県一般会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 5,815 万 6 千円を追加し、歳入歳

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 兆 139 億 615 万 6 千円とする。

（債務負担行為の補正）

第 2 条  債務負担行為の追加は、「第 2 表  債務負担行為追加」による。

平成28年 5 月27日 提出

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  予算の金額は、「第 1 表  歳入歳出予算補正」による。

平成28年 5 月27日 提出

神奈川県知事    黒    岩    祐    治
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

11 繰 入 金 98,856,063 158,156 99,014,219

2 基 金 繰 入 金 97,704,740 158,156 97,862,896

歳 入 合 計 2,013,748,000 158,156 2,013,906,156

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

5 民 生 費 403,639,656 158,156 403,797,812

1 社 会 福 祉 費 93,296,316 133,285 93,429,601

3 老 人 福 祉 費 168,397,293 24,871 168,422,164

歳 出 合 計 2,013,748,000 158,156 2,013,906,156
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127,908

　第 2 表　債務負担行為追加

限　　度　　額期　　　間事　　　　　　項

平成28年度から
平成31年度まで

ビジターセンター指定管理費

千円千円

平成28年度から
平成46年度まで

25,730,096体育センター等特定事業費

127,908
平成31年度まで

ビジターセンター指定管理費
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定 県 第 66 号 議 案

          平成 28282828 年度神奈川県県営住宅管理事業会計

          補正予算（第 1111 号）

（債務負担行為）

第 1 条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 214 条の規定により債務を負担する行為

  平成28年度神奈川県県営住宅管理事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるとこ

ろによる。

          補正予算（第 1111 号）

第 1 条  地方自治法（昭和22年法律第67号）第 214 条の規定により債務を負担する行為

  をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 1 表  債務負担行為」による。

平成28年 5 月27日 提出

神奈川県知事    黒    岩    祐    治
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　第 1 表　債務負担行為

限　　度　　額期　　　間事　　　　　　項

　2,456,115千円に、国の交付金等
を受けて実施する維持修繕業務に係

千円

県 営 住 宅 指 定 管 理 費

　2,456,115千円に、国の交付金等
を受けて実施する維持修繕業務に係
る費用に横浜等地域にあっては4.5
パーセントを、川崎地域、相模原等
地域及び横須賀三浦地域にあっては
3.0パーセントを、それぞれ乗じて
得た額を加えた額

平成28年度から
平成33年度まで
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